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国立大学法人大分大学 中期目標 
【平成１６年５月２６日 文部科学大臣提示】 
【平成１８年３月３０日 文部科学大臣提示】 

 
中   期   目   標  

（前文）大学の基本的な目標 
大分大学の基本理念 
人間と社会と自然に関する教育と研究を通じて，豊かな創造性，社会性及び人間性を備えた人材を育成す

るとともに，地域の発展ひいては国際社会の平和と発展に貢献し，人類福祉の向上と文化の創造に寄与する。 
教育の目標 
１．学生の立場にたった教育体制のもとで，広い視野と深い教養を備え，豊かな人間性と高い倫理観を有す

る人材を育成する。 
２．ゆるぎない基礎学力と高度の専門知識を修得し，創造性と応用力に富んだ人材を育成する。 
３．高い学習意欲を持ち，たゆまぬ探究心と総合的な判断力を身につけ，広く世界で活躍できる人材を育成

する。 
研究の目標 
１．創造的な研究活動によって真理を探究し，知的成果を大分の地から世界へ発信する。 
２．広い分野の学際的な研究課題に対して，総合大学の特性を活かし，学の融合による新たな学問分野の創

造を目指す。 
社会貢献の目標 
１．地域拠点大学として，教育・研究・医療の成果を地域社会に還元することにより，地域社会との連携と

共存を図り，その発展に貢献する。 
２．国際的な拠点大学として，広く世界に目を向けて交流を進める。特に，アジア諸国との特徴ある国際交

流を推進する。 
運営の方針 
１．自主的・自律的な教育研究と管理運営のもと，活動内容の継続的な質的向上を図るとともに，情報を積

極的に公開し，社会への説明責任を果すよう努める。 
２．社会と時代の変化に対応し得る，機能性に優れた柔軟な運営体制の構築を目指す。 
 
 
Ⅰ 中期目標の期間 
１ 中期目標の期間 
   中期目標の期間は，平成１６年４月１日から平成２２年３月３１日までの６年間とする。 
２ 教育研究上の基本組織 
   この中期目標を達成するため，別表に記載する学部，研究科を置く。 
 
 
Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育に関する目標 
（１）教育の成果に関する目標 
「学士課程」 
○ 豊かな創造性と社会性を身に付けた人材を育成するために，課題発見・解決型の能力と，積極的に地域

並びに国際社会に関わり，社会の要請に応えられる能力を開発する教育を行う。 
○ 教養教育は，学部一貫教育体制の下に，修得した知識や技術を，より広い視野から自己の世界観・社会

観・人間観として統合できる総合的な判断力の育成と，基礎的専門知識や技術の習得を目標とする。 
○ 創造性と社会性を備えた人材の育成を志向した教育の成果・効果を検証するために継続的な調査・分析

を行うとともに，その分析結果を生かすための組織的な検討を行う。 
「大学院課程」 
○ 様々な年齢，キャリア，国籍をもつ人材を受入れ，創造的で高度な専門教育を行い，社会でリーダーシ

ップを取りうる高度な専門性を備えた人材，各専門分野で知のフロンティアを切り拓きうる人材を育成す

る。 
○ 大学院教育の成果・効果を検証するために継続的な調査・分析を行うとともに，その分析結果を生かす

ための組織的な検討を行う。 
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（２）教育内容等に関する目標 
○ 多様な学生を受入れるために，明確なアドミッション・ポリシーを作成し，入学者選抜の基本方針に基

づき入学者選抜方法の改善に努める。 
○ 全学，教養教育，学部及び研究科のそれぞれの教育理念に基づいた教育課程を編成するとともに，授業

の形態と内容及び学習指導法，成績評価などについて継続的に点検評価し，組織的にその改善・充実を図

る。 
「学士課程」 
○ 全学的な共通教育としての教養教育の履修基準・区分・内容・教育方法・成績評価等について検討・見

直しを組織的に実施し，その改善・充実を図る。 
「大学院課程」 
○ 各研究科の理念に基づいて教育課程を編成し，授業の開講方式や授業形態と内容，学習指導法，成績評

価などについて継続的に点検評価し，組織的にその改善・充実を図る。 
 
（３）教育の実施体制等に関する目標 
○ 権限と責任のある全学的な教養教育実施体制を構築し，学部及び研究科ごとの教育実施体制を整備・充

実させる。 
○ 講座の見直しや学部を超えた教員配置の検討を通じて，教養教育と専門教育との有機的連携が図られる

ような教育実施体制の整備に努める。 
○ メディア教育の重視など時代の流れに沿った教育環境の整備を進めると同時に，社会の要請に応えられ

る教育を目指し，教育の質の改善，新教材の開発，学習指導法の研究などを継続的に行う。 
○ 附属図書館を整備し，学術情報の収集・提供の拡充を図り，学習・研究支援施設として利用者のニーズ

に応じた効果的なサービスを行う。 
 
（４）学生への支援に関する目標 
○ 様々な経歴をもつ学生に対して，学習及び生活面での充実した学生生活を支援し，自己実現を促すため

の教育体制と環境の整備に努める。 
 
２ 研究に関する目標 
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 
○ 独創的で，社会，とりわけ地域社会との連携を促進する研究を生み出すための方策を検討し，その検討

結果を踏まえて研究の水準及び成果の向上に結び付く取組みを全学的に推進し，研究体制を整備する。 
○ 研究成果を地域社会並びに国際社会，特にアジア・環太平洋圏を中心とした地域の発展に資するべく積

極的に還元・移転する。 
 
（２）研究実施体制等の整備に関する目標 
○ 全学的な研究実施体制について検討を行い，研究者の柔軟な配置を行うとともに，研究環境の整備，支

援方策などを確立して，研究の質の向上に取り組む。 
○ 学術研究の動向等に応じて，研究組織の柔軟な編成や，学内外の研究組織・機関との連携・協力を図る。 
〇 研究成果の知的財産化を積極的に推進し，将来の財政基盤のひとつとしての位置づけを図る。 
 
３ その他の目標 
（１）社会との連携，国際交流等に関する目標 
○ 地域社会及び国際社会に開かれた大学として，地域社会，産業界、地方自治体及び国内外の大学との多

様な連携・協力・支援関係を強化し、社会貢献を充実させるための体制を整備する。 
 
（２）附属病院に関する目標 
○ 地域における中核的医療機関として，高度な医療技術の開発と提供をとおして，倫理観豊かな医療人の

育成を図るとともに，地域医療の向上に貢献する。 
 
（３）附属学校に関する目標 
○ 学部と附属校園が連携を強化し，共同研究体制の整備を図る。 
○ 附属校園の学校運営の改善に関わる諸問題を附属校園全体の体制の中で解決する。 
○ 附属学校の教育体制の改編を視野に入れて入学者選抜の整備・改善を図る。 
○ 公立学校との人事交流の体系化を図る。 
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Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
１ 運営体制の改善に関する目標 
○ プラン・ドゥ・シィを基本原則とした運営体制を確立し，激変する環境の変化に適切に対応することが

できる効率的で責任ある意思決定システムにより，大学のマネジメントに努める。 
〇 限られた資源を有効に活用するために，学長がリーダーシップを発揮しつつ，全学的な視点に立った機

動的な大学運営を遂行できる運営体制を整備する。 
 
２ 教育研究組織の見直しに関する目標 
○ 教育研究の進展や社会の要請に応じ，教育研究組織の弾力的な設計と改組転換を進める。 
 
３ 教職員の人事の適正化に関する目標 
○ 公平性及び客観性を確保しながら，柔軟で多様な人事システムの構築を目指すとともに，優秀な人材の

確保と資質の向上のための取組を行う。 
○ 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏ま

え，人件費削減の取組を行う。 
 
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 
○ 事務の役割や機能を明確にし，各事務部門等の有機的連携を高めることにより，事務の生産性向上を目

指す。 
○ 柔軟な事務組織の構築を目指して，組織の再編・統合等により，効率化・合理化を進める。 
〇 事務処理等のアウトソーシングについて検討する。 
 
 
Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 
○ 科学研究費補助金など外部研究資金その他の自己収入の確保に全学的に取り組む。 
 
２ 経費の抑制に関する目標 
○ 経費抑制に対する教職員の意識改革を図るとともに，経費の使用状況について恒常的に点検・見直し・

改善を行う。 
 
３ 資産の運用管理の改善に関する目標 
○ 資産状況を正確に把握し，資産の有効運用を図るとともに，適正な管理ステムを構築する。 
○ 土地・施設・設備等の状況を正確に把握し，戦略的な施設等の整備と維持管理を行い，効率的・効果的

な運用を図るため，全学的視点に立った施設マネジメント推進体制を確立する。 
○ 施設等の整備及び維持管理に必要な財源の確保に努める。 
 
 
Ⅴ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
１ 評価の充実に関する目標 
○ 評価体制を点検し，必要に応じて見直しを行い，全学的に教育研究システムのデータベース化を早急に

進めるとともに，自己点検・評価及び第三者評価を実施し，評価結果を大学運営の改善に十分に反映させ

る。 
 
２ 情報公開等の推進に関する目標 
○ 「開かれた大学」づくりの一環として，広報体制の一層の充実を図るとともに，情報公開をさらに推進

し，改善する。 
○ 大学としての公式ホームページの充実推進を図る。 
 
 
Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 
○ 施設設備の整備・利用状況等を点検し，分野の特性に応じたスペース管理を図るとともに，施設整備に

関する長期的な構想を策定し，計画的な施設設備の整備を行う。 
○ 施設設備の機能の向上と保全及び安全性の確保を図り，適切な施設設備の維持管理に努める。 
○ 施設等の整備・管理に当たっては，ユニバーサルデザイン，環境保全などの社会的ニーズに充分に配慮
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し，豊かで社会に開かれたキャンパスづくりの推進に努める。 
 
２ 安全管理に関する目標 
○ 施設設備の安全と環境等に配慮した信頼性のある教育研究環境の整備に努める。 
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学 部 等 の 記 載 事 項          （別表） 

 
 

中 期 目 標  
別表（学部，研究科等） 
学

部 
 

教育福祉科学部 
経済学部 
医学部 
工学部 

研

究

科 

教育学研究科 
経済学研究科 
医学系研究科 
工学研究科 
福祉社会科学研究科  

 


